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原
子
力
規
制
委
員
会
は
2
月
13

日
、
新
規
制
基
準
適
合
性
確
認
審

査(

※)

に
伴
う
浜
岡
原
子
力
発

電
所
4
号
機
の
現
地
調
査
を
行
い

ま
し
た
。
同
委
員
会
に
よ
る
現
地

調
査
は
今
回
が
初
め
て
で
す
。

　
同
委
員
会
か
ら
は
、
青
木
安
全

規
制
管
理
官
ほ
か
20
人
が
参
加

し
、防
波
壁
や
可
搬
型
設
備
、フ
ィ

ル
タ
ベ
ン
ト
設
備
、
火
災
対
策
な

ど
を
調
査
し
ま
し
た
。

　

中
部
電
力
は
、
今
後
も
同
委
員

会
に
よ
る
審
査
に
真
摯
に
対
応
し
、

速
や
か
に
新
規
制
基
準
に
適
合
し

て
い
る
と
の
確
認
を
も
ら
え
る
よ

う
努
力
し
て
い
く
と
の
こ
と
で
す
。

※
浜
岡
原
子
力
発
電
所
4
号
機

は
、
平
成
26
年
2
月
に
新
規
制

基
準
適
合
性
確
認
審
査
の
た
め

の
申
請
を
行
い
、
現
在
原
子
力

規
制
委
員
会
に
よ
る
審
査
を
受

け
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
（
審
査
会
合
21
回
、
面
談

１
０
４
回
：
2
月
13
日
時
点
）

埋蔵文化財包蔵地
賀茂神社東遺跡

賀茂神社東遺跡は比木地区の賀茂神社東側にあ
り、小さな丘陵からその全面の水田にかけて立地
しています。

平成９年に水道工事が行われた際、若干の遺物
が出土し、埋蔵文化財包蔵地として登録されまし
た。その後、平成12年と平成14年に土地所有者
の岡村敬時氏が水田の耕作をした際にも11世紀の
灰釉陶器のわん、12～13世紀の山茶わんなどの遺
物が採集されています。

平成25年には用水路改修工事に伴う試掘調査を
実施しました。調査箇所は以前に遺物が採集され
ている遺跡南側の用水路に面した岡村敬時氏所有
の水田で、２㍍四方の試掘坑を３箇所設定して調
査しました。その結果、東側に設定した試掘坑３
から筬川の旧河道と考えられる礫層が検出され、
古墳時代から平安時代にかけての土

は
師
じ

器
き

と平安時
代埋蔵文化財包蔵地から鎌倉時代の灰釉陶器と山
茶わんが出土しました。

原
子
力
規
制
委
員
会
に
よ
る 

　
　
　
　
　
　
現
地
調
査
に
つ
い
て

賀茂神社との関連が
　　　　注目される遺跡

▼防波壁

▼可搬型設備

▲試掘坑３の発掘作業風景

▲鎌倉時代の山茶わんの底部破片▲古墳時代の高坏の破片

○

○

賀茂神社

比木公民館

比木体育館
次郎丸橋筬川

海老子橋

市内比木地区

賀茂神社東遺跡
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